
 

 

 

公立大学法人山梨県立大学契約事務取扱規程 

（平成２２年４月１日制定 法人第５１０４号） 

 

 第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、公立大学法人山梨県立大学財務及び会計に関する規則（以下「会計規則」と

いう。）第２９条第４項の規定に基づき、公立大学法人山梨県立大学（以下「法人」という。）

が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務（以下「契約事務」という。）の取扱い

について必要な事項を定め、契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。 

 

 第２章 一般競争入札 

（一般競争入札の参加者の資格） 

第２条 一般競争入札に参加しようとする者の資格については、山梨県における競争入札参加資格

を得た者を、法人における一般競争入札参加者の資格を有する者とする。 

２ 前項に規定する者以外の者で一般競争入札に参加しようとするものから競争入札参加資格に

ついて申請を受けたときは、山梨県が定める審査に関する取扱に準じて審査し、資格を与えるも

のとする。 

３ 一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ

合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前項の資格を有する者につき、さらに当該競

争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができ

る。 

４ 山梨県において競争入札参加資格を定めていない業種について一般競争入札に付そうとする

場合においては、契約の性質又は目的に応じた合理的な理由に基づき、当該競争に参加する者に

必要な資格を別途定めることができる。 

（一般競争入札に参加させることができない者） 

第３条 特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を

有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。 

２ 次の各号の一に該当すると認められる者をその事実があった後２年間一般競争入札に参加さ

せないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者

についても、また同様とする。 

 （１） 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数

量に関しての不正の行為をした者 

 （２） 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは

不正の利益を得るために連合した者 

 （３） 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

 （４） 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

 （５） 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

（６） 前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、

支配人その他の使用人として使用した者 

（入札の公告） 

第４条 会計責任者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札期日の前日から

起算して少なくとも１０日前までに、掲示その他の方法により、次に掲げる事項について公告し

なければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を５日まで短縮することがで

きる。 

 （１） 入札に付する事項 

 （２） 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

 （３） 契約条項を示す場所及び日時 

 （４） 入札の場所及び日時 

（５） 入札保証金は徴しないこと及び落札者が契約を結ばない場合の損害賠償金に関すること。 

 （６） 入札の効力に関すること 

 （７） その他必要と認める事項 



 

 

 

２ 前項第５号に規定する損害賠償金の額は、当該落札者が積算した契約金額の１００分の５以上

の額とする。 

（予定価格） 

第５条 会計責任者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等に

よって予定し、その予定価格を記載した書面（以下「予定価格調書」という。）を封書にし、開

札の場所に置かなければならない。 

２ 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一

定期間継続してする製造、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてそ

の予定価格を定めることができる。 

３ 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の

難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。 

４ 予定価格は、落札者がない場合において再度入札に付することとなったときにおいても変更す

ることができない。 

（入札） 

第６条 入札者は、入札書１通を作成し、記名押印の上封書にし、入札執行の日時までに所定の場

所に提出しなければならない。この場合において、代理人が入札書を提出するときは、あらかじ

め委任状を提出しておかなければならない。 

２ 入札者又はその代理人は、入札に際し、同一事項について同時に他の入札者の代理人となるこ

とはできない。 

（一般競争入札の開札及び再度入札） 

第７条 一般競争入札の開札は、公告した入札の場所において、入札の終了後直ちに、入札者を立

ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事

務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。 

２ 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 

３ 第１項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価

格の入札がないとき（最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で

最低制限価格以上の価格の入札がないとき。）は、直ちに、再度の入札をすることができる。 

４ 前項の規定による再度の入札回数は２回までとし、前の入札をした者以外の者を参加させては

ならない。 

５ 再度の入札を行っても落札者がいないときは、入札を打ち切り、改めて入札を行うことができ

る。この場合において、予定価格調書は設計書等とともに厳重に保管しなければならない。 

（入札場の入退場の制限） 

第８条 入札しようとする者、入札執行事務に関係ある職員及び前条第１項に規定する立会職員以

外の者を入札場に入場させてはならない。 

２ 特にやむを得ないと認められる事情がある場合を除き、入札開始後、入札が終了するまでの間

は、入場した者の退場を許してはならない。 

（入札執行の取りやめ又は延期） 

第９条 会計責任者は、一般競争入札を執行するに当たり、不正の入札が行われるおそれがあると

認められるとき、又は天災その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を取りやめ、又は入札

期日を延期することができる。 

２ 前項の規定により入札を取りやめ、又は入札期日を延期したときは、速やかにその旨を入札の

公告と同様の方法により公告しなければならない。 

（入札の無効） 

第１０条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札は、無効とする。 

 （１） 入札に参加することができない者が入札をしたとき。 

 （２） 入札に関する条件に違反したとき。 

 （３） 入札に際して連合その他の不正の行為があったとき。 

 （４） 同一人が、同一事項について２以上の入札をしたとき。 

 （５） 入札者又はその代理人が、他の入札者の代理人として入札をしたとき。 

 （６） 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 

（落札者の決定） 

第１１条 落札者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入札者にく



 

 

 

じを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引か

ない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとす

る。 

 

 第３章 指名競争入札 

（指名競争入札参加者の資格） 

第１２条 指名競争入札に参加しようとする者の資格については、法人及び山梨県における競争入

札参加資格を得た者を、法人における指名競争入札参加者の資格を有する者とする。 

（入札参加者の指名） 

第１３条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる

資格を有する者のうちから、なるべく５人以上の入札者を指名しなければならない。 

２ 前項の場合において、会計責任者は、第４条第１項第１号及び第３号から第７号までに規定す

る事項をその指名する者に通知しなければならない。 

（一般競争入札に関する規定の準用） 

第１４条 第３条及び第５条から第１１条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。 

 

 第４章 随意契約 

（随意契約によることができる場合） 

第１５条 会計規則第２９条第３項第７号に規定する随意契約によることができる場合は、１件の

予定価格が２５０万円未満の契約をするときとする。 

（見積書の徴取） 

第１６条 随意契約によろうとするときは、２人以上の者から見積書を徴さなければならない。た

だし、次の各号に掲げる場合には、１人の者の見積書をもって代えることができる。 

 （１） １件の予定価格が２０万円未満のもの（物件の売払いの場合を含む。） 

 （２） 契約の目的又は性質その他やむを得ない理由により相手方が特定される場合 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、見積書の徴取を省略することができる。 

 （１） 新聞その他の定期刊行物及び例規集等の追録の購入 

 （２） 価格、送料等が表示されている書籍の購入 

 （３） 専売品等で価格が公定しているものの使用又は購入 

 （４） １件の予定価格が３万円未満のもの 

 （５） 官公署、公法人、公益法人（非収益事業部分に限る。）又は社会福祉法人と直接契約を

しようとするとき。 

 （６） 前各号に掲げる場合のほか、契約の目的又は性質により社会通念上見積書を徴すること

が困難なもの 

（予定価格の設定） 

第１７条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第５条の規定に準じて予定価格を定めなけ

ればならない。 

（予定価格調書等の作成の省略） 

第１８条 会計責任者は、随意契約をしようとする場合において、当該契約が第１６条第２項に掲

げるもの及び予定価格が２５０万円未満のもの（２０万円以上の物件の売払いの場合を除く。）

は、予定価格調書その他の書面による予定価格の作成を省略することができる。 

 

 第５章 契約の締結 

（契約の名義者） 

第１９条 法人が締結する契約書の名義者は、理事長とする。 

（落札決定の通知及び契約の締結） 

第２０条 会計責任者は、落札者が決定したときは、直ちに入札者に落札決定の通知をしなければ

ならない。 

２ 会計責任者は、落札者に前項により落札決定の通知をした日から７日以内に契約保証金又はこ

れに代わる担保を納付若しくは提供させ、契約を締結しなければならない。 

（契約書） 

第２１条 会計責任者が契約をしようとするときは、おおむね次に掲げる事項を記載した契約書を



 

 

 

作成し、契約の相手方とともに記名押印しなければならない。 

 （１） 契約の目的 

 （２） 契約金額 

 （３） 履行期限又は契約期間 

 （４） 契約保証金 

 （５） 契約履行の場所 

 （６） 契約代金の支払又は受領の時期及び方法 

 （７） 監督及び検査 

 （８） 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延賠償金、違約金その他の損害金 

 （９） 契約の解除 

 （１０） 危険負担 

 （１１） 瑕疵担保責任 

 （１２） 契約に関する紛争の解決方法 

 （１３） その他必要な事項 

（契約書の省略） 

第２２条 会計規則第３１条ただし書に規定する契約書の作成を省略することができる場合は、次

のとおりとする。 

 （１） 契約金額が２５０万円未満の契約をするとき（ただし、契約の性質又は目的等により、

相手方の適正な履行を確保するため、又は後日に紛争が起きないようにするため、証拠書

として契約書作成の必要があると認められるとき、及び法令の規定により書面による契約

を行うこととされている場合を除く。） 

 （２） 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納して当該物品を引き取るとき 

 （３） 前各号に掲げる場合のほか、理事長が契約書を作成する必要がないと認めるとき 

２ 契約書の作成を省略する場合においても、物品の単価契約、継続的な履行を求める役務契約等

については、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴収するものと

する。 

３ 前項の請書その他これに準ずる書面には、契約書の例に準じ、必要な事項を記載しなければな

らない。ただし、契約金額が１０万円未満のものについては、請書を提出させないことができる。 

（長期継続契約を締結することができる契約） 

第２３条 会計責任者は、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の

提供を受ける契約、不動産を借りる契約及び山梨県長期継続契約を締結することができる契約を

定める条例（平成１７年山梨県条例第９０号）に定める契約を締結することができる。この場合

においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければなら

ない。 

 

 第６章 契約の履行 

（契約保証金） 

第２４条 会計責任者は、法人と契約を結ぶ者をして契約金額の１００分の１０以上の契約保証金

を納めさせなければならない。 

２ 契約保証金の納付の方法は、出納責任者が指定する口座への振込とする。 

（契約保証金に代わる担保） 

第２５条 前条の規定による契約保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えるこ

とができる。この場合において、提供される担保の価値は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 国債及び地方債 

     政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件（明治４１年勅令

２８７号）の例による金額 

 （２） 政府の保証のある債券及び財政融資資金法（昭和２６年法律第１００号）第１０条第１

項第７号に規定する債券 

     額面金額又は登録金額（発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額）の

１０分の８に相当する金額 

 （３） 銀行又は会計責任者が確実と認める金融機関が振出し、又は支払保証をした小切手 

     小切手金額 



 

 

 

 （４） 銀行又は会計責任者が確実と認める金融機関が引受け、保証裏書した手形 

手形金額（その手形の満期の日が当該手形を提供した日の１月後であるときは、提供し

た日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形

の割引率によって割引いた金額） 

 （５） 銀行又は会計責任者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 

     当該債権証書に記載された債権金額 

 （６） 銀行又は会計責任者が確実と認める金融機関の保証 

     保証金額 

 （７） 公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に

規定する保証事業会社の保証 

     保証金額 

（契約保証金の免除） 

第２６条 会計責任者は、第２４条第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると

きは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。 

（１） 契約の相手方が保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証保険契約を締結したと

き 

（２） 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他理事長の定める金

融機関と工事履行保証契約を締結したとき 

（３） 法人及び山梨県における競争参加資格を有する者と契約を締結する場合において、その

者が過去２年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上

にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるお

それがないと認められるとき 

 （４） 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき 

 （５） 物品の売払契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき 

（６） 随意契約を締結する場合において、契約金額が２５０万円未満であり、かつ契約の相手

方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。 

 （７） 前各号に掲げる場合のほか、契約の相手方の工事、製造又は販売等の実績、資本の額そ

の他の経営の規模及び状況等を考慮して、その者が契約を履行しないこととなるおそれが

ないと認められるとき。 

（契約保証金の処理） 

第２７条 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。 

２ 契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、そ

の契約保証金（その納付に代えて提供された担保を含む。）は、法人に帰属するものとする。た

だし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによる

ものとする。 

（履行遅延に対する賠償金） 

第２８条 会計責任者は、契約の相手方の責に帰すべき理由により履行期限内に契約を履行するこ

とができない場合には、契約の定めるところにより、遅延日数に応じ契約金額の未済部分相当額

の政府契約の支払い遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項に定め

る率を乗じて計算した額を遅延賠償金として徴収するものとする。 

２ 前項の遅延賠償金は、契約代金を支払う場合において、当該契約金額から控除するものとする。 

（契約の解除） 

第２９条 会計責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の定めるところにより、当

該契約の全部又は一部を解除することができる。 

 （１） 契約の相手方が、会計責任者の承認を得ないで、債務の全部若しくは大部分を一括して

第三者に委任し、若しくは請け負わせ、若しくは債権を譲渡し、又は目的物を転貸したと

き。 

 （２） 契約の相手方が、正当な理由によらないで、履行期限内又は履行期限経過措置後相当の

期間内に履行の提供する見込みがないとき。 

 （３） 契約の相手方が、正当な理由によらないで、履行を中止したとき。 

 （４） 契約の相手方又はその代理人若しくは使用人が、監督員、検査員その他の職員の指示に

従わず、若しくはその職務の執行を妨げ、又は詐欺その他の不正の行為をしたとき。 



 

 

 

 （５） その他契約の相手が契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができな

いと認められるとき。 

 （６） 前各号に掲げる場合のほか、契約の目的を達することができないと認められるとき。 

２ 会計責任者は、前項の規定により契約を解除したときは、その既済部分又は既納部分に対して

相当と認める金額を支払うことができる。 

３ 会計責任者は、契約を解除しようとするときは、書面によりその旨契約の相手方に通知しなけ

ればならない。 

（契約解除に係る違約金） 

第３０条 会計責任者は、前条第１項第１号から第５号までの規定に該当して契約を解除したとき

は、契約の定めるところにより、契約金額の１００分の１０に相当する額以上の額を違約金とし

て徴収することができる。 

２ 契約の相手方が契約保証金を納付している場合には、当該契約保証金を前項の違約金に充当す

るものとする。 

３ 違約金の額を超える額の損害が生じたときは、その超える金額を損害賠償金として徴収するこ

とができる。 

（監督職員の一般的職務） 

第３１条 会計規則第３２条第１項に規定する監督が必要な場合、会計責任者は、職員に命じて行

うことができる。 

２ 会計責任者又は会計責任者から監督を命ぜられた職員（以下「監督職員」という。）は、必要

があるときは、当該請負契約の履行について、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会

い、工程の管理、履行中途における工事、製造等に使用する材料の試験、検査等の方法により監

督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。 

３ 会計責任者から監督を命ぜられた職員は、会計責任者に監督の実施状況についての報告をしな

ければならない。 

（検査職員の一般的職務） 

第３２条 会計規則第３２条第２項に規定する検査が必要な場合、会計責任者は、職員に命じて行

うことができる。 

２ 会計責任者又は会計責任者から検査を命ぜられた職員（以下「検査職員」という。）は、請負

契約についての給付の完了の確認（部分払の請求があった場合の既済部分の確認を含む。）につ

いて、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、実地に検査を行わなければならない。 

３ 前項の検査は、監督職員及び契約の相手方又はその代理人の立会を求めて行わなければならな

い。 

４ 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書

類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。 

５ 検査職員は、第３項の規定による検査を行う場合において必要があるときは、破壊検査若しく

は分解検査又は使用材料の試験、検査等を行うことができる。 

６ 検査職員は、検査の結果、手直し等をさせる必要があると認めたときは、相手方に適正な履行

を求めなければならない。 

（検査の時期） 

第３３条 検査の時期は、相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日又は部分払の請求があっ

たときは、その届出又は請求を受けた日から、工事については１４日、その他の給付については

１０日以内にしなければならない。 

（検査調書の作成） 

第３４条 検査職員は、前条の検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。ただ

し、前項の検査調書を作成する必要がないと認めるときは、当該納品書等の表面余白部分に、検

査した職員が検査済みの旨及びその年月日を記載し、署名又は押印してこれに代えることができ

る。 

（監督及び検査の委託） 

第３５条 監督及び検査は、特に必要があるときは、法人の職員以外の者に委託して行わせること

ができる。 

２ 前項の場合においては、当該受託者から監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなけれ

ばならない。 



 

 

 

（兼職の禁止） 

第３６条 検査職員及び前条の規定により検査を委託された者は、監督職員及び前条の規定により

監督を委託された者の職務を兼ねることができない。 

 

 第７章 代価の納入及び支払 

（代価の納入） 

第３７条 物件を売却し、貸付け又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるとき

は、当該物件の引き渡し前又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならな

い。ただし、やむを得ない事情があるときは、相当の期間を定め分割して納入させることを約定

することができる。 

２ 契約の性質上前項の規定により難いときは、物件の引き渡し後又は使用開始後にその代価を納

入させることを約定することができる。 

（代価の支払） 

第３８条 契約に係る代価の支払いは、原則として検査を完了し、契約の適正な履行及び完了を確

認した後に契約の相手方から適正な請求書を受理した日が属する月の翌月末までに支払うもの

とする。ただし、契約の性質上翌月末までに代価を支払うことが不適当と認められるときは、別

に支払期間を約定することができる。 

２ 請負契約に係る既済部分又は買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の

一部を支払うことができる。この場合における当該支払金額は、請負契約にあってはその既済部

分に対する代価の１０分の９、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えては

ならない。 

 

 第８章 委任 

（委任） 

第３９条 この規程に定めるもののほか、契約の事務に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

附 則 

 この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この規程は、令和元年１１月１１日から施行する。 

 

附 則 

 この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

 


